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ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
係
る
行
政
書
士
法
施
行
規
則
第

二
十
条
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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康
浩
君
提
出
自
動
車
登
録
手
続
き
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
係
る
行
政
書
士
法
施
行
規

則
第
二
十
条
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

自
動
車
保
有
関
係
手
続
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
対
象
と
な
る
手
続
の
拡
大
に
伴
う
行
政
書
士
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
総
理
府
令
第
五
号
）
第
二
十
条
の
改
正
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
「
Ｉ
Ｔ
利
活
用
の
裾
野
拡
大
の
た
め
の
規

制
制
度
改
革
集
中
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本

部
決
定
）
に
お
い
て
、
「
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、
財
務
省
、
警
察
庁
が
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
実
施
予
定
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
き
拡
大
に
関
す
る
取
組
状
況
を
踏
ま
え
、
総
務
省
は
、
行
政
書
士
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
改
正
の
必
要

性
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十

九
条
の
規
定
も
踏
ま
え
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


